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別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

� 避難所

ア 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれ

のある者に供与するものである。

イ 省略

ウ 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使

用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費及び光熱水費並

びに仮設便所等の設置費とし、次の額の範囲内とする。ただ

し、高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつ

て、避難所での生活において特別な配慮を必要とするものに

供与する福祉避難所を設置した場合は、特別な配慮のために

必要な当該地域における通常の実費を加算することができ

る。

基本額

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

� 避難所

ア 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれ

のある者を収容するものである。

イ 省略

ウ 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使

用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費及び光熱水費並

びに仮設便所等の設置費とし、次の額の範囲内とする。ただ

し、高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつ

て、避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを

収容する福祉避難所を設置した場合は、特別な配慮のために

必要な当該地域における通常の実費を加算することができ

る。

基本額
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避難所設置費 １人１日当たり３１０円

加算額 省略

エ 省略

� 応急仮設住宅

ア 応急仮設住宅は、住家が全焼、全壊又は流失し、居住する

住家がない者であつて、自ら の資力では住家を得ること

ができないものに供与するものである。

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，５３０，０００円

以内とする。

ウ 省略

エ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有

し、日常の生活上特別な配慮を要する複数の高齢者等に供与

する施設

を応急仮設住宅として設置できる。

オ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを

実施し、これらを供与することができる。

カ・キ 省略

２ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

� 炊出しその他による食品の給与

ア 炊出しその他による食品の給与は、避難所に避難している

者、住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等のた

め炊事できない者及び住家に被害を受け一時縁故地等へ避難

する必要のある者に対して行うものである。

イ 省略

ウ 炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる

費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１人１日当たり

１，０４０円以内とする。

エ 省略

� 飲料水の供給

ア 省略

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入

費のほか、給水及び浄水に必要な機械及び器具の借上費、修

繕費及び燃料費並びに薬品及び資材の費用とし、当該地域に

おける通常の実費とする。

ウ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出でき

る費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範囲内

とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもつて決

定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

避難所設置費 １人１日当たり３００円

加算額 省略

エ 省略

� 応急仮設住宅

ア 応急仮設住宅は、住家が全焼、全壊又は流失し、居住する

住家がない者であつて、みずからの資力では住宅を得ること

ができない者を収容する ものである。

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，４０１，０００円

以内とする。

ウ 省略

エ 高齢者等であつて、日常の生活上特別な配慮を要するもの

を数人以上収容し、老人居宅介護等事業等を利用しやすい構

造及び設備を有する施設（以下「福祉仮設住宅」という。）

を応急仮設住宅として設置できる。この場合の応急仮設住宅

の設置戸数は、被災者に提供される福祉仮設住宅の部屋数と

する。

オ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを

実施し、これらに収容することができる。

カ・キ 省略

２ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

� 炊出しその他による食品の給与

ア 炊出しその他による食品の給与は、避難所に収容された

者、住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等のた

め炊事できない者及び住家に被害をうけ一時縁故地等へ避難

する必要のある者に対して行うものである。

イ 省略

ウ 炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる

費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１人１日当たり

１，０１０円以内とする。

エ 省略

� 飲料水の供給

ア 省略

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入

費のほか、給水及び浄水に必要な機械及び器具の借上費、修

繕費及び燃料費並びに薬品及び資材費 とし、当該地域に

おける通常の実費とする。

ウ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出でき

る費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範囲内

とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもつて決

定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

季別 期 間
１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以上

１人増す

ごとに加

算する額

季別 期 間
１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以上

１人増す

ごとに加

算する額

夏季

４月か

ら９月

まで

円

１７，８００

円

２２，９００

円

３３，７００

円

４０，４００

円

５１，２００

円

７，５００
夏季

４月か

ら９月

まで

円

１７，２００

円

２２，２００

円

３２，７００

円

３９，２００

円

４９，７００

円

７，３００
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冬季

１０月か

ら翌年

３月ま

で

２９，４００ ３８，１００ ５３，１００ ６２，１００ ７８，１００ １０，７００ 冬季

１０月か

ら翌年

３月ま

で

２８，５００ ３６，９００ ５１，４００ ６０，２００ ７５，７００ １０，４００

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により一

時的に居住することができない状態となつたものを含む。）

により被害を受けた世帯

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により一

時的に居住することができない状態となつたものを含む。）

により被害を受けた世帯

季別 期 間
１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以上

１人増す

ごとに加

算する額

季別 期 間
１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以上

１人増す

ごとに加

算する額

夏季

４月か

ら９月

まで

円

５，８００

円

７，８００

円

１１，７００

円

１４，２００

円

１８，０００

円

２，５００
夏季

４月か

ら９月

まで

円

５，６００

円

７，６００

円

１１，４００

円

１３，８００

円

１７，４００

円

２，４００

冬季

１０月か

ら翌年

３月ま

で

９，４００ １２，３００ １７，４００ ２０，６００ ２６，１００ ３，４００ 冬季

１０月か

ら翌年

３月ま

で

９，１００ １２，０００ １６，８００ １９，９００ ２５，３００ ３，３００

エ 省略

４・５ 省略

６ 被災した住宅の応急修理

ア 省略

イ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場及び便所等日常生活

に欠くことのできない部分とし、その修理のため支出できる費

用は、１戸当たり５４７，０００円以内とする。

ウ・エ 省略

７・８ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出できる費用は、１体当たり大人２０６，０００円以

内、小人１６４，８００円以内とする。

エ 省略

１０ 死体の捜索及び処理

� 省略

� 死体の処理

ア～ウ 省略

エ 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところに

よるものとする。

� 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、１体

当たり３，４００円以内の額とする。

� 死体の一時保存のための費用は、死体を収容するために

既存建物を利用する場合は、当該施設の借上費について通

常の実費の額とし、既存建物を利用できない場合は、１体

当たり５，２００円以内の額とする。ただし、死体の一時保存

にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合は、当該地

域における通常の実費を加算できる。

� 省略

オ 省略

１１・１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第４条第１号から第４号までに規定する者

エ 省略

４・５ 省略

６ 被災した住宅の応急修理

ア 省略

イ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場及び便所等日常生活

に欠くことのできない部分とし、その修理のため支出できる費

用は、１戸当たり５２０，０００円以内とする。

ウ・エ 省略

７・８ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出できる費用は、１体当たり大人２０１，０００円以

内、小人１６０，８００円以内とする。

エ 省略

１０ 死体の捜索及び処理

� 省略

� 死体の処理

ア～ウ 省略

エ 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところに

よるものとする。

� 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、１体

当たり３，３００円以内の額とする。

� 死体の一時保存のための費用は、死体を収容するために

既存建物を利用する場合は、当該施設の借上費について通

常の実費の額とし、既存建物を利用できない場合は、１体

当たり５，０００円以内の額とする。ただし、死体の一時保存

にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合は、当該地

域における通常の実費を加算できる。

� 省略

オ 省略

１１・１２ 書略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第４条第１号から第４号までに規定する者
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附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。

�愛媛県規則第３２号
愛媛県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県港湾管理条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２２，３００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１５，９００円以内

ウ 省略

エ 救急救命士 １人１日当たり１３，９００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１６，２００円以内

カ 大工 １人１日当たり１８，４００円以内

キ 左官 １人１日当たり１８，３００円以内

ク とび職 １人１日当たり１７，３００円以内

�・� 省略

２ 省略

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，２００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，２００円以内

ウ 省略

エ 救急救命士 １人１日当たり１４，０００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１６，３００円以内

カ 大工 １人１日当たり１７，０００円以内

キ 左官 １人１日当たり１６，９００円以内

ク とび職 １人１日当たり１６，０００円以内

�・� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（電子情報処理組織による届出等）

第７条 条例第４条の３の規定による届出又は係留施設、野積場、

上屋、軌道走行式荷役機械、移動式荷役機械、電源設備若しくは

船舶給水施設の使用に係る条例第５条の規定による申請若しくは

前条第３項の規定による届出（重要港湾に係るものに限る。以下

「届出等」という。）は、第５条第２項において準用する港則法

施行規則第１条又は前条第１項本文、第３項若しくは第４項の規

定にかかわらず、電子情報処理組織（港湾法（昭和２５年法律第

２１８号。以下「法」という。）第５０条の２第６項第１号に規定す

る 電子情報処理組織をい

う。以下同じ。）を使用して行うことができる。この場合におい

て、電子情報処理組織を使用して行われた届出等は、知事の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）に備えられ

たファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

２ 省略

（着手及びしゆん功届）

第８条 法 第

３７条第１項第１号又は条例第５条の規定により占用の許可を受け

た者が工作物を設置するときは、その工事着手及びしゆん功の後

それぞれ５日以内に、工事着手（しゆん功）届出書（様式第５

号）を知事に提出しなければならない。

２ 省略

（電子情報処理組織による届出等）

第７条 条例第４条の３の規定による届出又は係留施設

の使用に係る条例第５条の規定による申請若しくは

前条第３項の規定による届出（重要港湾に係るものに限る。以下

「届出等」という。）は、第５条第２項において準用する港則法

施行規則第１条又は前条第１項本文、第３項若しくは第４項の規

定にかかわらず、電子情報処理組織（知事の指定する電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出等をする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。以下同じ。）を使用して行うことができる。この場合におい

て、電子情報処理組織を使用して行われた届出等は、知事の指定

する 電子計算機 に備えられ

たファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

２ 省略

（着手及びしゆん功届）

第８条 港湾法（昭和２５年法律第２１８号。以下「法」という。）第

３７条第１項第１号又は条例第５条の規定により占用の許可を受け

た者が工作物を設置するときは、その工事着手及びしゆん功の後

それぞれ５日以内に、工事着手（しゆん功）届出書（様式第５

号）を知事に提出しなければならない。

２ 省略

愛 媛 県 報平成２６年７月２５日 第２５９１号

６２７
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�愛媛県告示第８９１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光

室並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ダイキ東大洲店

大洲市東大洲１２２０番６

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

オリックス株式会社

東京都港区浜松町二丁目４番１号

取締役兼代表執行役 井上 亮

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ダイキ株式会社

松山市美沢一丁目９番１号

代表取締役 小島 正之

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２７年３月１２日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

８，６８５．７９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５００台

イ 駐輪場の収容台数

９０台

ウ 荷さばき施設の面積

２１１．８８平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前６時３０分 閉店時刻 午後９時３０分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前７時から午後７時まで

２ 届出年月日

平成２６年７月１１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８９２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ松山石井店 松山市東石井六丁目
４８９－１ 外 大規模小売店舗の名称 コジマＮＥＷ松山店 マルナカ松山石井店 平成２６年

５月３０日
平成２６年
７月１６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者 株式会社コジマ 株式会社マルナカ

ほか２者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

愛 媛 県 報平成２６年７月２５日 第２５９１号
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示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８９３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ三島店
四国中央市三島中央
一丁目字陣屋１９２８－
１

大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ三島 フジ三島店 平成２４年
３月１日

平成２６年
７月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８９４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ松山石井店 松山市東石井六丁目
４８９－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前１０時 午前７時 平成２６年

８月８日
平成２６年
７月１６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後１０時 午前０時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時３０分から午
後１０時３０分まで

午前６時４０分から午
前０時２０分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前９時から午後１０
時まで

午前６時から午後１０
時まで

愛 媛 県 報平成２６年７月２５日 第２５９１号
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�愛媛県告示第８９５号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 津島町下畑地の
一部

平成２４年度から
平成２５年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 金生町山田井の
一部

平成２４年度から
平成２５年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２６年７月２５日

�������
�愛媛県告示第８９６号
保安林の指定施業要件の変更（平成２６年５月愛媛県告示第６０４号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を愛南

町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示す

る。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

南宇和郡愛南町緑甲２０７２
の１

大阪市此花区梅香二丁目８番
９号
増 田 喜三男

森林所有者

南宇和郡愛南町僧都５４１、
５４２、５５９、７３０

大阪府豊中市寺内二丁目１０番
５の１１０号
新 谷 究

〃

南宇和郡愛南町僧都１９９０
東京都北区十条台一丁目５番
７０号
西 村 康 裕

〃

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８９７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２５）第１７２５４号 平成２５年
１２月２５日 川一電設 三鍋 一郎 四国中央市金田町半田丁

１４４－７５
平成２６年
６月２０日 電気工事業 建設業の廃止

（特－２４）第４７４４号 平成２４年
７月１７日 石鎚建設� 柴田 則幸 西条市洲之内甲１３７１－２ 平成２６年

６月３０日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２６年７月２５日 第２５９１号
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�愛媛県告示第８９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２６年７月２５日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

退 任

�愛媛県告示第９００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市大永山字須領切畑場３３３番３

旧 ４４．８～６３．４ ０．０６７

新 ７１．６～１００．９ ０．０６７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 本 明 西予市三瓶町津布理３２８９番地

〃 片 山 勇 西予市三瓶町朝立２番耕地１５７番地

〃 朝 井 正 西予市三瓶町朝立１番耕地２０番地５

〃 三ツ井 芳 己 西予市三瓶町津布理２００番地１

〃 � 田 浩 之 西予市三瓶町安土３８８番地２

〃 菊 池 治 功 西予市三瓶町和泉甲２４５番地

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１８２番地

〃 洲 家 卯太麿 西予市三瓶町二及２番耕地５７６番地１

〃 仲 川 義 明 西予市三瓶町長早３番耕地３７８番地

〃 川 西 岩 和 西予市三瓶町周木６番耕地２３番地

〃 井 上 富士大 西予市三瓶町有太刀１４１番地

〃 三 好 藤 治 西予市三瓶町蔵貫浦１７番地

〃 堀 内 昭 利 西予市三瓶町蔵貫４４３番地

〃 泉 実 西予市三瓶町皆江２４８１番地

〃 二 宮 八 廣 西予市三瓶町下泊６８９番地

監 事 宇都宮 正 司 西予市三瓶町朝立２番耕地２５５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 博 西予市三瓶町垣生甲３７０番地

〃 片 山 勇 西予市三瓶町朝立２番耕地１５７番地

〃 紀伊野 五 男 西予市三瓶町朝立１番耕地２９６番地

〃 大 塚 俊 平 西予市三瓶町津布理９３番地１

〃 西 本 定 義 西予市三瓶町安土４５番地

〃 菊 池 治 功 西予市三瓶町和泉甲２４５番地

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１８２番地

〃 洲 家 卯太麿 西予市三瓶町二及２番耕地５７６番地１

〃 仲 川 義 明 西予市三瓶町長早３番耕地３７８番地

〃 川 西 岩 和 西予市三瓶町周木６番耕地２３番地

〃 高 月 紀 道 西予市三瓶町有太刀７００番地４

〃 三 好 藤 治 西予市三瓶町蔵貫浦１７番地

〃 二 宮 清 治 西予市三瓶町蔵貫３３８２番地

〃 濱 田 貞 一 西予市三瓶町皆江１７５５番地１８

〃 二 宮 八 廣 西予市三瓶町下泊６８９番地

監 事 � 田 浩 之 西予市三瓶町安土３８８番地２

〃 河 野 初 男 西予市三瓶町長早３番耕地３３番地

〃 三 好 恆 敏 西予市三瓶町蔵貫１２番地１

〃 田 中 幸 喜 西予市三瓶町周木６番耕地１７１番地

〃 木 村 次 郎 西予市三瓶町皆江２５２２番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川上１２８９番地先から

同大字１２９０番１地先まで

旧 ３．５～６．０ ０．０１２

新 ７．８～８．０ ０．０１２

〃 〃 北宇和郡鬼北町大字父野川上１３５７番３

旧 １２．５～１３．０ ０．０２１

新 １３．０～１７．０ ０．０２１

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字父野川中１５４９番５から

同大字１９４番２まで

旧 ６．８～１６．４ ０．０７８

新 ９．２～２６．０ ０．０７８

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字父野川下２３３３番１地先から

同大字２３３３番６まで

旧 ７．０～３８．０ ０．０７９

新 ８．０～４５．０ ０．０７９

愛 媛 県 報平成２６年７月２５日 第２５９１号

６３１
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公 告

�愛媛県告示第９０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年７月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字父野川下１３０５番２から

同大字２３７７番２まで

旧 ７．６～２６．４ ０．１０７

新 １５．２～３９．０ ０．１０７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川上１２８９番地先から

同大字１２９０番１地先まで
平成２６年７月２５日

〃 〃 北宇和郡鬼北町大字父野川上１３５７番３ 〃

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字父野川中１５４９番５から

同大字１９４番２まで
〃

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字父野川下２３３３番１地先から

同大字２３３３番６まで
〃

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字父野川下１３０５番２から

同大字２３７７番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町脇本７４３番地先から

同町脇本４３３番２まで

旧 ９．７～１９．９ ０．３８０

新 １１．４～８３．５ ０．３２３

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年７月７日 ＮＰＯ法人 Ｆネット愛媛 中 野 仁 栄 松山市北斎院町６３６番地２テラコ
ッタ斎院２Ｆ

この法人は、「人材採用から愛媛を活性化する」
という理念の下、参加会員により「ふるさと就
職応援ネットワーク愛媛」を形成することによ
り、大学・学生への情報提供、企業と学生・求
職者の出会いの機会創造を支援することを目的
とする。また、会員が連携を強化することで、
同様な課題を抱える者同士の密なる情報交換と
相互研鑽の場を提供すること、及び愛媛に関わ

愛 媛 県 報平成２６年７月２５日 第２５９１号

６３２



るスポーツ選手の再スタート支援（就職支援）
も目的とする。

平成２６年７月２５日 発行

愛 媛 県 報平成２６年７月２５日 第２５９１号

６３３




